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令和２年度 第２回
大規模小売店舗立地審議会

令和２年11月13日（金）午前10時00分～開催

枚方市市民会館 ３階 第１会議室
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次 第

１．開会

２．議事～届出案件の審議について～

（１） (仮称)ドン・キホーテ枚方店【変更】

３．閉会
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広域図

届出書 図面1広域図

京阪 牧野駅

（仮称）ドン・キホーテ枚方店

殿山第二小学校

1km

JR 藤阪駅
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店舗名称 (仮称)ドン・キホーテ枚方店

所在地 枚方市田口四丁目476番1 他10筆

（用途地域：準工業地域）

店舗面積 ３,８７２㎡

設置者 三木自動車株式会社

小売業者 株式会社ドン・キホーテ

届出日 令和２年６月５日

変更年月 令和２年６月１９日

変更内容 開店時刻及び閉店時刻

来客が駐車場を利用することができる時間帯

荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

設置者・施設等の概要
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変更事項

大規模小売店舗に
おいて小売業を行う
者の開店時刻及び
閉店時刻

（変更前）開店時間１０時００分～閉店時間２０時００分

（変更後）開店時間０時００分～閉店時間翌０時００分

来客が駐車場を利
用することができる
時間帯

（変更前）９時３０分～２０時３０分

（変更後）２４時間

荷さばき施設におい
て荷さばきを行うこ
とができる時間帯

（変更前）１０時００分～１５時００分

（変更後） ６時００分～２１時００分

変更する理由 営業計画の変更のため

変更届出書 添付資料P1-P2
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周辺見取り図

添付図 ２

府立牧野高校

第一種中高層住居専用地域

市街化調整区域

第二種中高層
住居専用地域

店舗

第二種中高層住居専用地域

第二種
住居地域

準工業地域

市街化調整区域

第一種中高層
住居専用地域



建物配置図及び店舗等 １階平面図

荷さばき施設
４４.７m２

廃棄物保管施設
４７.２ｍ３

駐輪場 60台

添付図2 建物配置図
駐車場利用制限：
午後9時から翌午前6時まで（46台） 7

出入口①
上下げ
バリカ

店舗
３,８７２ m2

駐車場（１階） １６７台

従業員用駐車場 １１台

出入口②
上下げ
バリカ

出入口③
上下げ
バリカ

店
舗
出
入

口

駐車場（２階） ３４台
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騒音発生源配置位置

騒音予測資料添付図 騒音源及び予測地点配置図（1F）
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騒音発生源配置位置

騒音予測資料添付図 騒音源及び予測地点配置図（RF）
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騒音発生源の種別について

騒音検討資料 1-16

騒音種別 予測項目 騒音発生源名称

設備機器等 定常騒音
キュービクル・空調機室外機・排気口・冷凍機室
外機

荷さばき作
業関連

変動騒音
台車平坦走行音、荷さばき車両走行音（大型車
両走行音）、荷さばき車両後退ブザー音

衝撃騒音
荷さばき作業音、荷さばき車両ドア開閉音（大型
車両ドア開閉音）

廃棄物収集
作業関連

変動騒音
廃棄物収集作業音、廃棄物収集車両走行音（大
型車両走行音）

衝撃騒音
廃棄物収集車両ドア開閉音（大型車両ドア開閉
音）

自動車走行
関連

変動騒音 来客車両走行音、従業員車両走行音

衝撃騒音 来客車両ドア開閉音、従業員車両ドア開閉音
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当該店舗

予測地点C

予測地点F

予測地点Ｄ

予測地点位置図（騒音の総合的な予測・評価）

予測地点A・B

第二種中高層住居専用地域
選定理由）計画地周辺で住居等が立地する地点
※2階建て住居

予測地点Ａ 予測地点B

予測地点E

予測地点G

予測地点H

予測地点I

予測地点J

予測地点C

準工業地域
選定理由）計画地と隣地の敷地境界
※店舗

予測地点D

準工業地域
選定理由）計画地と隣地の敷地境界
※店舗、GL＋2.0m

予測地点E

準工業地域
選定理由）計画地と隣地の敷地境界
※事務所

予測地点F

市街化調整区域
選定理由）計画地と道路を挟んだ隣
地の敷地境界
※倉庫

予測地点G～J

準工業地域
選定理由）計画地周辺で住居等
が立地する地点
※2階建て住居

騒音予測資料 P3
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等価騒音レベルの予測結果（総合評価）

予測地点 階層 高さ（m）
等価騒音レベル（昼間） 等価騒音レベル（夜間）

合成騒音（dB） 環境基準（dB） 合成騒音（dB） 環境基準（dB）

Ａ
１Ｆ １．２ ４５

＜５５

４４

＜４５
２Ｆ ４．２ ４５ ４４

Ｂ
１Ｆ １．２ ４５ ４３

２Ｆ ４．２ ４５ ４４

Ｃ １Ｆ １．２ ５７

＜６０

４６ ＜５０

D １Ｆ １．２ ５６ ５６
＞５０E １Ｆ １．２ ５５ ５５

F １Ｆ １．２ ４４ ＜５５ ４４ ＜４５

G
１Ｆ １．２ ４７

＜６０

４４

＜５０

２F ４．２ ４７ ４４

H
１Ｆ １．２ ４９ ４６
２F ４．２ ４９ ４６

I
１Ｆ １．２ ５０ ４７
２F ４．２ ５０ ４７

J
１Ｆ １．２ ４７ ４５
２F ４．２ ４７ ４５

予測地点D・Eの夜間の時間帯が環境基準を超過 変更届出書 添付資料２-P5
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騒音予測資料 P3

当該店舗

予測地点P1

予測地点P2

予測地点位置図（発生する騒音ごとの予測・評価）

予測地点P6

予測地点P１～P3

準工業地域
選定理由）当該店舗敷地境界上にあ
り、騒音の影響を最も受ける地点
※保全側は店舗予測地点P３

予測地点P４

予測地点P５

予測地点P４～P５
準工業地域
選定理由）当該店舗敷地境界上にあ
り、騒音の影響を最も受ける地点
※保全側は店舗、GL＋2.0m

予測地点P６
準工業地域
選定理由）当該店舗敷地境界上にあ
り、騒音の影響を最も受ける地点
※保全側は事務所
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夜間の騒音レベルの最大値

予測
地点

階層
高さ
（m）

各予測地点における騒音レベル最大値（dB）

定常騒音
（設備騒音）

変動騒音
衝撃騒音
（ドア

開閉音）

規制
基準
（dB）

作業騒音
走行騒音

車両
走行音

自動
二輪車

P1 １Ｆ １．２ ４８ － － － －

５５
（準工業地域）

P2 １Ｆ １．２ ４１ － － － －

P3 １Ｆ １．２ ４１ － － － －

P4 １Ｆ １．２ ５３ － － － －

P5 １Ｆ １．２ ５３ － － － －

P6 １Ｆ １．２ ５５ － － － －

敷地境界における騒音レベルの最大値

定常騒音の合成値は全ての予測地点で規制基準を満足。

変更届出書 添付資料２-P６
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夜間最大値の予測結果（保全対象側）
保全対象における騒音レベルの最大値

定常騒音の合成値は全ての予測地点で規制基準を満足。
走行騒音、ドア開閉音はA・B・Dで規制基準を超過。
走行騒音はFで規制基準を超過。

予測
地点

階層
高さ
（m）

各予測地点における騒音レベル最大値（dB）

定常騒音
（設備騒音）

変動騒音 衝撃騒音
（ドア

開閉音）

規制
基準
（dB）

作業騒音 走行騒音

A
１Ｆ １．２ ３２ － ５０ ４８

４５
（第二種中高層住

居専用地域）

２F ４．２ ３４ － ５０ ４８

B
１Ｆ １．２ ３３ － ５１ ４９
２F ４．２ ３５ － ５１ ４９

C １F １．２ ４６ － １７ ２６
５５

（準工業地域）
D １F １．２ ５３ － ６１ ５６
E １Ｆ １．２ ５５ － ４９ ５１

F １Ｆ １．２ ３９ － ４９ ４２ ４５
（市街化調整区域）

G
１Ｆ １．２ ３７ － ４４ ４１

５５
（準工業地域）

２F ４．２ ３７ － ４４ ４１

H
１F １．２ ３８ － ４６ ４４
２Ｆ ４．２ ３８ － ４６ ４４

変更届出書 添付資料２-P６
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夜間最大値の予測結果（保全対象側）

保全対象における騒音レベルの最大値

予測
地点

階層
高さ
（m）

各予測地点における騒音レベル最大値（dB）

定常騒音
（設備騒音）

変動騒音 衝撃騒音
（ドア

開閉音）

規制
基準
（dB）

作業騒音 走行騒音

I
１Ｆ １．２ ３９ － ４９ ４９

５５
（準工業地域）

２F ４．２ ３５ － ４９ ４８

J
１F １．２ ３６ － ４６ ４８
２Ｆ ４．２ ３３ － ４６ ４７

定常騒音の合成値は全ての予測地点で規制基準を満足。
走行騒音、ドア開閉音はA・B・Dで規制基準を超過。
走行騒音はFで規制基準を超過。

変更届出書 添付資料２-P６



17

夜間最大値の予測結果の評価

当該店舗

予測地点C

予測地点F

予測地点Ｄ

予測地点位置図（騒音の総合的な予測・評価）

予測地点D・Fにおいては、走行騒音・ド
ア開閉音が規制基準を上回りますが、
住居等ではありません。

予測地点Ａ 予測地点B

予測地点E

予測地点G

予測地点H

予測地点I

予測地点J

予測地点C・E・G～J

基準値以下

予測地点A・Bにおいては、走行騒音・ド
ア開閉音が規制基準を上回りますが、
当該地点の前面道路（府道144号杉田
口禁野線）上の一般車両の走行に伴う
現況の環境騒音の測定結果が店舗より
発生する騒音減の予測結果を上回りま
す。
従って、周辺環境への騒音の影響は少
ないものと考えますが、将来的に住居等
の立地状況に変化が生じた場合は、必
要に応じて対策を講じます。また、万一
周辺の住居の方々より騒音に関するご
意見を頂いた場合には、原因を明らか
にし、当該店舗が起因している場合には
可能な範囲で対応いたします。
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対策等

【店舗から発生する騒音による周辺の生活環境への影響に関して配
慮する事項】
□夜間（21時から翌６時まで）において、駐車場の一部の利用制限を
行います。
□荷さばき車両、廃棄物収集車両に対しては、「大阪府生活環境の保
全等に関する条例」に基づき、アイドリングストップ、クラクション・空ぶ
かしの禁止を呼びかける看板を設置し、周知するよう努めます。
□夜間（21時から翌６時まで）における搬出入作業及び廃棄物収集作
業は行いません。
□定期的に従業員等が店内及び敷地周囲を巡回し、声掛け等により
防犯に努めます。さらに、必要に応じて、所轄警察署と連携し、適切に
対応できるよう努めます。
□作業員や納品業者の静穏意識の向上に努めてまいります。
□BGMなど屋外への宣伝活動は行いません。
□万一、変更後において周辺の住居の方々より騒音に関するご意見
を頂いた場合には、原因を明らかにし、当該店舗が起因している場合
には可能な範囲で対応いたします。

変更届出書 添付資料３-P７



届出書の縦覧期間、住民等意見書

届出書の縦覧期間

住民等意見書の受付期間
令和2年6月12日～令和2年10月13日

住民等意見書の提出 なし

枚方市告示第736号
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□届出書の縦覧期間

□住民等への説明会

開催日時

中止（新型コロナウィルスの感染防止のため、説明会を開
催せず、新聞へのチラシ折込、敷地内での要旨掲示を実
施）

開催場所 —

住民等の出席者総数 —


